
様式第２号

委 託 契 約 書

業務の委託について、

委託者 山口県 （以下「甲」という。）

と

受託者 （以下「乙」という。）

とは、次の条項により契約を締結した。

（目的）

第１条 甲は、次に掲げる業務（以下「業務」という。）を乙に委託し、乙はこれを受託する。

(1) 業務の名称

特定疾患患者の治療研究

(2) 業務内容及び実施

甲が別に定めた「山口県特定疾患治療研究事業実施要綱」及び「山口県特定疾患治療研究

事業事務取扱要領」に定めるところによる。

（委託期間）

第２条 業務の委託期間（以下「委託期間」という。）は、令和 年 月 日から

令和 年 月 日までとする。ただし、委託期間満了の日の１カ月前までに甲又

は乙から解約の意思表示のないときは、引き続き向こう１年間は同一の条件で契約を更新した

ものとし、次年度以降においても同様とする。

（委託料）

第３条 業務の委託料（以下「委託料」という。）の額は、次のア及びイに規定する額とする。

ア 「診療報酬の算定方法（平成２０年厚生労働省告示第５９号）」、「入院時食事療養費に係

る食事療養及び入院時生活療養費に係る生活療養の費用の額の算定に関する基準（平成１

８年厚生労働省告示第９９号）」、「訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方

法（平成２０年厚生労働省告示第６７号）」、「保険外併用療養費に係る療養についての費用

の額の算定方法（平成１８年厚生労働省告示第４９６号）」若しくは「厚生労働大臣が指定

する病院の病棟における療養に要する費用の額の算定方法（平成２０年厚生労働省告示第９

３号）」により算定した額の合計額から医療保険各法又は高齢者の医療の確保に関する法律

の規定による医療に関する給付に関し保険者又は市町が負担すべき額を控除した額（高齢者

の医療の確保に関する法律の規定による医療を受ける対象患者については、同法の規定によ

る一部負担金、入院時食事療養標準負担額及び入院時生活療養標準負担額並びに基本利用料

に相当する額）

イ 「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準（平成１２年２月厚生省告示第

１９号）」、「指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準（平成１２年２月厚

生省告示第２１号）」又は「指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準（平

成１８年厚生労働省告示第１２７号）」により算定した額の合計額から介護保険法の規定に

よる当該疾患に係る訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、介護療養施設

サービス、介護予防訪問看護、介護予防訪問リハビリテーション、介護予防居宅療養管理指

導及び介護医療院サービスに関し保険者が負担すべき額（介護保険法第６９条第３項の規定

の適用がある場合にあっては、当該規定が適用される前の額）を控除した額



（委託料の請求）

第４条 乙は、前条に定める委託料を請求するときは、「療養の給付、老人医療及び公費負担医

療に関する費用の請求に関する省令（昭和５１年厚生省令第３６号）」又は「介護給付費及び

公費負担医療等に関する費用の請求に関する省令（平成１２年厚生省令第２０号）」に定める

ところにより、第５条に定める審査支払機関へ請求するものとする。

（審査支払事務）

第５条 甲は、前条の請求に係る審査支払事務を山口県社会保険診療報酬支払基金及び山口県

国民健康保険団体連合会へ委託するものとする。

（再委託の制限）

第６条 乙は、業務を第三者に再委託してはならない。ただし、あらかじめ甲の書面による承

認を受けたときは、この限りでない。

（契約の解除）

第７条 甲は、乙がこの契約に定める義務を履行しないときは、この契約を解除することができる。

２ 乙は、前項の定めによる契約の解除により損害を受けた場合においても、甲に対してその

補償を請求することができない。

（疑義の解決）

第８条 この契約について疑義が生じたときは、甲乙協議の上、解決するものとする。

（履行の決定）

第９条 前各条に定めるもののほか、この契約について必要な事項は甲乙協議の上、決定する

ものとする。

以上の契約締結の証として、この証書２通を作成し、双方記名押印の上、各自１通を保有する。

令和 年 月 日

委託者 山口県

山口県知事

受託者 所 在 地

医療機関名

代 表 者 名


